	憲法改悪反対共同センターニュース

	NO．１２５　

０７年３月２９日

	＊ 発行：憲法改悪反対共同センター　http://www.kyodo-center.jp/
＊ 事務局：全労連　〒１１３－００３４　文京区湯島２-４-４ 全労連会館４階　

＊ 連絡：℡03-5842-5611　Fax03-5842-5620　 mail：taka@zenroren.gr.jp
＊ 転送転載歓迎、各地のニュースに活用してください。


◆ 3/29衆院憲法特委－与党「併合修正案」と民主党修正案を審議
衆議院憲法調査特別委員会は29日午後２時25分から開催され、民主党修正案と与党「併合修正案」が提出され、両案を一括して審議しました。

与党「併合修正案」について、安岡委員が「公聴会、地方公聴会を開催し、これまで合計100時間に及ぶ議論し、十分に意見を傾聴したうえでの委員会における到達点」と称し、趣旨説明を行ないました。

◆趣旨説明の概要

概要は①対象を憲法改正にかかわる手続法であることに限定し、付則で検討。②投票権者は18歳とし、関連法を付則で検討、③賛否記載、④特定公務員の範囲、⑤公務員・教育者の地位利用による運動は禁止するが罰則は設けない、関連法を付則で検討、⑥組織的多数人買収罪について、勧誘行為を明記、⑦周知広報について改正案、要旨、新旧対照表を掲載し、説明会は削除、無料広告について、無料枠を政党の指定した一般団体に行なわせることができる、⑧有料放送は投票日の14日前から禁止、⑨施行は公布から３年間、この間憲法審査会は調査のみに専心する。

委員会審議は近藤（自民）、平岡（民主）、小渕（公明）、笠井（共産）、辻元（社民）、糸川（国民新党）の各委員が質問に立ち、５時過ぎまで審議されました。

<国民の声をきき、拙速な採択は行なうな（笠井・共産）>

〔笠井委員〕大詰め、しめくくりと強調しているが、委員会の中でも問題点が出されており、国民の中ではまさにこれからだ。公聴会でも３月22日には６人中５人が、3月28日の地方公聴会でも、新潟では4人中３人、大阪でも４人中３人が慎重審議を求めている。地方自治体でも「改憲手続法は廃案」（高知県須崎市）、「慎重審議を」と意見書が採択されており、高知県では６自治体、岡山県では２自治体で同趣旨で採択されている。こういった声をどうみるのか。

〔Ａ－自民〕多くの意見は国民投票を行なう手続法の必要性を認めている。成立を急ぐ必要はないという意見もあったが憲法についての議論が始まる。賛否両論あるけれど、今が冷静に判断し、決める好機である。意見に耳を傾け、修正を重ねていく。運動もメディア規制も少なくしようと努力を重ね、盛り込んでいる。

〔Ａ－公明〕手続法がないことに関連しての批判は公聴会でも出されている。９条改正に対する過剰反応ではないか、からみすぎの意見であり、憲法審査会でやろうとしている。その場合、改正がある場合もない場合もある。民主党と一緒に法案を出したい

〔Ａ－民主〕安倍晋三君のせいで憲法議論は15年も後退した。改憲と関係なく中立に国民投票法を成立させる議論をしてきた。民主党が与党と修正協議をしているかのように思われていることはひどい。テレビのスポットＣＭなど、表現の自由を考えた場合、全面禁止がいいのか多様な意見を聞いて修正案を考えたい。

〔笠井委員〕国民は知らないという状況で、拙速であってはいけない。「からみ」というなら首相自身が「からみ」という政治状況。安倍首相自らが改憲を参院選挙の争点にするということを委員会として抗議すべきではないか。従軍慰安婦問題でも批判にさらされている。「併合修正案」は当初の趣旨説明と異なるものになっている。50時間の議論をゼロにして出発すべきではないか。
〔Ａ－自民〕趣旨説明は変わっていない。中立・公正なルールづくりをめざしている。枝野氏が安倍晋三君といったように、１人の国民として意見を述べたまでだ。

〔笠井委員〕改憲と一体となっていることは明らか。民主党はどう思っているのか。

〔Ａ－民主〕全く別の立ち位置になる。３年以内というが、３年後には安倍政権を存在させないのが我々の役割。

〔笠井委員〕修正案のほとんどが委員会から導き出されているというが、28日の公聴会でも驚きの声が出されていた。例えば公務員の地位利用の運動を適用除外にするというのがしないに、メディア規制も突然盛り込まれている。どうしてこういう修正案になったのか経過をききたい。

〔Ａ－自民〕与党の修正案の経緯は、メディア規制、公務員規制についてさまざまな議論があり、12月14日に修正の方向が出されたが、今国会で議論できなかったので、与党内で議論した。

〔笠井委員〕正直に唐突と認めている。修正案では最低投票率が設けられていない。22日、28日の公聴会でも設定や仕組みが必要という意見が出されており、拒否することは理論的に成り立たない。

〔Ａ－公明〕投票率をあげていく努力はする。制度として悪くするわけではない。

〔笠井委員〕制度として悪くする―という言葉に本音が出された。引き続き審議をさせていただく。

<民主党との修正協議について>

保岡　修正に応じるなら更なる度量を示す用意がある。

枝野　公聴会などの時に民主党の修正案を示したい。

赤松　民主党と一緒に出したい強い意見がある。枝野氏が修正案を出すと言っており注目している。取り入れに値するものが出れば再修正ある。

保岡　民主党が修正案を出すと言うことなので、これでいいと一致できるとなれば修正再提出あり得る。最後まで粘り強くやりたい。
枝野　ほとんど一致しているといっているが、公務員の政治活動規制も適用しないといっていた。それなら地位利用だけは考えなければならないとなっていた。それを政治活動適用を復活させるのは、問題だ。内閣に改憲案の提出権があるかについては、民主党はないと判断している。国民投票の対象も、本法に含めた上での検討である。安倍君が打ち上げたもとで、冷静に検討する状況ではなくなった。

<内閣に発議権を認めるのか、委員会として審議を尽くして一致すべき>

改憲手続法は、国会の発議のみについての法案。しかし、辻元委員（社民）の質問に対して、昨日の予算委員会で塩崎官房長官は「内閣にも発議権はある」と発言。法制局も以前「内閣に発議権を認めないのは憲法違反」と答弁。改憲の手続法である以上、内閣に発議権を認めるのか一致すべきではないかとの質問に、保岡委員は明確な答弁がなく、辻元議員は重大な問題として再審議を要求。
<「付則での検討」などの先送りではなく、審議すべき>

併合修正案では附則に規定し「検討を加え、必要な措置を講じる」が次ぎつぎに―。

1 国民投票法の対象を憲法改正に限定する―しかし、一般的国民投票については「法律案に明記するにいたっていない」ので「付則で検討する」

2 投票券者の年齢は満18歳とする―しかし、公職選挙法や民法など「関連する穂率は28本もある。すべて１８歳にする必要がないものもあるだろう。

3 務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動については「効果的に行ない得る影響力又は便益を利用して国民投票運動ができないものとする」「罰則は設けない」―しかし、「国家公務員法、地方公務員法で異なる規定になっているので、整合性を検討する」

<「公務員と教育者の運動の規制」は行なう>

公務員の政治活動の規制を投票運動にかかわって適用除外にするが、ビラ配布・機関紙配布など認めていいのかとの意見もあり、一定の制限が必要との考えである。地位利用による運動の禁止について、対象の行為を限定し明確にする。公務員の地位を特に悪意をもって利用する場合、信賞必罰で行政処分の対象となる。
<有料意見広告>

12月の修正案では「料金その他の平等扱い」となっていたが、表現の自由などの業界からの意見もあり、また、放送は感情・印象に訴えかける面があるから、すべてについて放送法3条での政治的公平性に留意していただくことにした。現在の放送法の規制を使うと言うことだ。禁止期間を2週間にのばしたのは、ヨーロッパでは2週間、3週間のところが多く、期日前投票期間は2週間だが、その段階では禁止すべしと言うことだ。

<広報は改憲提案派に有利に？>

広報に掲載する内容は３つ、「①なぜ改正するのか、②改正内容・議論の内容、③賛成・反対意見」である。説明会をなくしたのは、タウンミーティングのやらせ問題が出て、できなくなった。
◆ 3・29共同センターが運営委員会の確認
本日開催した憲法改悪反対共同センターの運営委員会では、「３・２０中央行動」に３８都道府県から６２０人が参加し、大きく成功したことを確認。その後、全国的な運動が展開され、マスコミを含め世論を動かし、各政党や国会議員へ働きかけが進み、特別委員会の審議にも影響を及ぼすなど、情勢の変化を作り出していることを確認しました。

その上に立って、２７日に提出された与党の修正案の問題点について議論し、①公務員･教員の運動をより規制するものとなったこと、②最小の賛成で改憲案を成立させる「有効投票の過半数」が維持されたこと、③テレビ等の有料コマーシャルを野放し状態にしたことなどの問題点を広範な国民の世論にする取り組みの強化を確認しました。

また、改憲手続き法案が、①憲法改悪と直結した法案であること、②多くの地方紙の論調や公聴会の陳述の多くが慎重・徹底審議求めていること、③世論調査でも国民の多くが慎重審議を求めていること、これを確信としながら「９条を守れ」の声を総結集してたたかうことの重要性を確認しました。

当面する運動では、下記の行動を強めつつ４月１２日の中央行動と５・３憲法集会を最大規模で成功させることを確認しました。

◆ 当面、以下の行動を急ぎ強めよう！　　 
１、「改憲手続き法案」反対の署名を緊急に集め、国会行動に持ちよりましょう。

２、各政党、衆参特別委員、マスコミへの抗議･要請のFAX・メール・ハガキなどを改めて関連の組織に徹底し集中しましょう。同様に地元議員への要請を徹底して強めましょう。

３、４月５日午前９時からの中央公聴会の傍聴に傍聴席を満杯にする参加者を募りましょう。希望者は４日午後５時までに共産党の笠井亮事務所に団体名・住所・氏名・年齢を記入し、Fax(０３－３５０８－７４３９)で申し込んでください。

４、「９の日」定例宣伝を全国各地で最大規模で行ないましょう。

５、特別委員会の採決が強行される可能性のある４月１２日の前日(１１日)に国会前座り込み集会(12：15～13：00)を衆議院第２議員会館前で急きょ行なうことにしました。各組織の本部・東京・近県から多数参加しましょう。

６、「４・１２中央行動」に全国から駆けつけましょう。

　・特別委員会の傍聴　　９:00～(衆議院議面８時３０分集合)

　・国会前座り込み行動　１１：00～16：00(衆議院第２議員会館前)

(１１時にスタート集会、その後、交替で議員要請、１５：３０終結集会)

　・国会前座り込みコア集会　１２：１５～１３：００(衆議院第２議員会館前)

７、STOP！改憲手続き法案 ４・１２集会　１８:００～(日比谷野外音楽堂)　

　・主催　５・３集会実行委員会／集会後、国会請願デモ

８、憲法６０周年を記念する取り組みを職場・地域から創意工夫をこらして取り組むとともに全国で「５・３憲法集会」を大きく成功させましょう。

◆ 改憲手続き法案阻止、働くルールの確立へ

国会を揺り動かす４・１２中央行動を！

■ 千葉労連と県内民主団体は4.12当日13時半～15時に改憲手続法と労働法制で国会議員要請行動を実施します（衆議院第1議員会館第4会議室で集会後、議員要請行動を行ないます）。

■ 公務労組連は、国公労連、自治労連、全教などを中心に２０００人の参加目標で取り組みます。国会前座り込みと財務省前行動、行革推進事務局への行動、全衆議院議員要請などを行ないます。

■ 全日本民医連は、衆議院第１議員会館に会議室を確保し、意思統一集会後、議員要請を実施します。

■ 年金者組合は、３月２０月の行動に続き首都圏の組織を中心に三桁を上回る参加をめざして取り組み中です。　

■ 東京では、改憲反対と吉田万三都知事候補の勝利を結びつけて全力をあげています。共同センターは６０万のチラシを作成し、４月の第２週(９日～１４日)、第４週(２３日～２８日)を改憲手続き法反対の全域統一宣伝行動に設定し、各地域３箇所以上の宣伝を呼びかけています。

◆ 大阪の公聴会　拙速審議に批判続出

改憲許すなの声、会場をとりまく

　昨２８日、改憲手続き法案の地方公聴会が、新潟・大阪で開催されました。

大阪憲法会議・共同センターは、大阪会場であるホテル・ニュー・オオタニ前で、「改憲許すな」「徹底審議を行え」と、２０団体６５人が参加。横断幕をかかげ、うたごえもひびかせながら、大阪労連・植田議長、前参議院議員・宮本たけしさんなどが次々とマイクを握り、「国民投票法には多くの問題点がある」、「国民に何も知らせずに勝手にすすめられていることは許せない」、「ヨーロッパでは厳しく最低投票率決められている、国の進路を問う憲法「改正」が少数意見で変わるというのは絶対許せない」と訴えました。大阪憲法会議加盟団体などを代表する２０人の傍聴者を力強く送り出しました。

<公述人の意見概要>

①　今井一氏（自民推薦、ジャーナリスト、国民投票・住民投票情報室事務局長）
　改憲手続法は主権者である国民がその意思を示すためのもの。正しい情報のもと、自由で闊達な議論を経て大事な事を自分たちの意思で決めて行くべき。手続法は改憲内容とは切り離して法制定するべきもの。有効投票率の定めは、反対派の投票ボイコット運動を誘発し、本質的議論を妨げる。過去の住民投票条例でもそうであった。故に反対。
　改憲問題に限定しないで重要な政治課題を投票対象にする事は基本的に賛同する。
　有料広告問題は、マスコミ関係者はただ「自主規制」を言うのみで、具体的な提案がないことを批判。与党修正案（２週間前から禁止）にならざるを得ないと思う。どうすれば自由で公正な議論が展開でき、国民の意思に基づく選択がなし得るのか。いつまでに成立させるべきとは思っていない。政争の具にされてしまっている状態は遺憾だ。
②中野寛成氏（民主推薦、元国会議員、新時代政策研究会会長）
　行政（その長である総理）がこの問題に口をはさみ過ぎており、政争の具になってしまっていることは大変遺憾である。この公聴会が形だけのものにならないよう切望する。もう法案が成立するのが前提のような状況は好ましくない。拙速審議は避けるべき。与野党とりわけ与党の度量の広さが試されている。公明党には適切な調整役を期待したい。
　この手続法案は、改憲内容の審議状況とも連動する。「急がば回れ」の諺の通り、慎重に事を運ぶべきだ。当委員会の（行政府に対する）毅然とした態度を期待する。
③吉田栄司氏（共産推薦、関西大学法学部教授）　※大阪９条の会事務局長
　冒頭日本公法学会の歴代会長（芦部教授、樋口教授、佐藤教授）の教科書３冊を挙げ、「これらの代表的教科書に書かれている９６条の意味、国民主権原理との関連について十分検討・研究されている方はおられるか」と逆質問。前に居並ぶ８名の委員の内半数以上が手を挙げるという一幕も。
　各議院での発議方法（改憲提案の方法）、各議院の完全平等（衆議院の優越排除、これに基づく両院協議会方式への疑義）の観点から国会法改正には問題がある。国民に対する提案後の国民投票のあり方についても、２０才→１８才以上は一定評価できるが、在日の方はどうするのか？運動期間、有効投票率、運動規制等、国民主権原理貫徹の観点からは解決されなければならない問題が多い。
　９９条（憲法尊重擁護義務）の解釈上、安倍首相の一連の発言は違憲状態にあると言わざるを得ない。そもそも内閣には改憲案を提出する権限などない。私は９６条の存在ゆえ、改憲手続法それ自体を全く不必要とは思わないが、与党修正案、民主党案とも、憲法研究者として容認できない問題が多く含まれる。
④中北龍太郎氏（社民推薦、大阪弁護士会所属弁護士）
　今回の与党案修正案、民主党案とも改憲目的、とりわけ９条を改憲し、日本を戦争する国にするための目的を露骨に有するもの。単に価値中立的なものでは全くない。まずそのことを指摘したい。内容についても、公務員・教育者の運動制限規定、事件抑圧規定が残されており、一方で資金力で圧倒的優位に立つ側の有料広告問題も野放し状態、最低投票率問題もある。今井氏の（ボイコット運動）指摘は一面のものであり、そもそもの法の目的を見ない狭い視野での指摘である。私は、そもそも憲法を改悪する目的の手続法は不必要と考えている。
◆ 自公と憲法特委員に抗議FAXの集中を！　
<要請議員>　　　　　　　　　FAX番号　　　　　　　　　　＜政党＞　　　FAX番号
委員長　中山　太郎　　　０３－３５８０－００６６　　　　自由民主党　　　０３－５５１１－８８５５
自民党　保岡　興治　　　０３－３５０６－８７２８　　　　公明党　　　　　　０３－３２２５－０２０７

公明党　赤松　正雄　　　０３－３５０８－３４１２　　　　民主党　　　　　　０３－３５９５－９９２４
民主党　枝野　幸男　　　０３－３５９１－２２４９　　　　
　短信･ホットライン　
■ 全労連の質問状への回答は中山委員長と笠井議員のみ
　全労連の小田川事務局長は、３月２２日付けで全政党と衆議院憲法特委員５０人に対し、「改憲のための『国民投票法案』かかわって(質問)」を送付(全労連ＨＰに掲載)し、２８日までに書面による回答を求めていましたが、２９日現在、特別委員会の中山太郎委員長、笠井亮議員の２人から回答がありました。中山委員長は「現在、衆議院『日本国憲法に関する調査特別委員会』の委員長をつとめている立場上、回答を差し控えさせて頂きます」と回答。笠井議員は、Ａ４用紙３枚に質問項目ごとに明快な回答を寄せています。(お二方の回答は全労連のＨＰに公開します)

■　憲法改悪反対共同センター　http://www.kyodo-center.jp/
共同センターのホームページから「一斉メールフォーム」を使って、全政党、衆参特別委員、マスコミ各社へメールが送れます。また、FAX番号もありますので転送・転載自由でご活用ください。
